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地
制
調
は
６
月
１７
日
開
催
の
総
会
で
「
大
都
市
制
度
の
改
革
及
び

基
礎
自
治
体
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
に
関
す
る
答
申
」
を
取
り

ま
と
め
た
。
人
口
減
少
社
会
の
到
来
を
迎
え
る
な
か
、
人
々
の
暮
ら
し

を
支
え
、
経
済
を
牽
引
し
て
い
く
核
と
な
る
都
市
や
圏
域
を
戦
略
的

に
形
成
し
、
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
対
人
サ
ー
ビ
ス
が
全
国
の
基

礎
自
治
体
に
よ
っ
て
持
続
可
能
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
企
図
し
た
。

都
道
府
県
か
ら
指
定
都
市
へ
３５
事
務

第
５
回
総
会
で
取
り
ま
と
め
た

地
制
調
の
答
申
は
▽
現
行
の
大
都

市
制
度
等
に
係
る
制
度
の
見
直
し

▽
新
た
な
大
都
市
制
度
▽
基
礎
自

治
体
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制

―
な
ど
で
構
成
。
指
定
都
市
制
度

に
つ
い
て
は
「
二
重
行
政
」
の
解

消
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
か
ら

指
定
都
市
へ
３５
事
務
を
移
譲
す
る

よ
う
求
め
て
い
る
。

【
２
面
か
ら
３
面
に
詳
細
記
事
】

答
申
取
り
ま
と
め
に
先
立
ち
総

会
で
は
、
新
藤
義
孝
・
総
務
大
臣

が
あ
い
さ
つ
。
続
き
新
た
に
地
制

調
委
員
へ
就
任
し
た
本
会
会
長
の

佐
藤
祐
文
・
横
浜
市
議
会
議
長
が

紹
介
さ
れ
た
。
佐
藤
会
長
の
就
任

日
は
６
月
１３
日
。
前
会
長
の
関
谷

博
・
下
関
市
議
会
議
長
の
後
任
と

し
て
第
３０
次
地
制
調
の
任
期
満
了

ま
で
委
員
を
務
め
る
。
平
成
２３
年

８
月
２４
日
開
催
の
第
１
回
総
会
か

ら
委
員
を
務
め
た
関
谷
前
会
長
は

６
月
１２
日
付
で
委
員
の
任
を
解
か

れ
た
。
答
申
取
り
ま
と
め
に
当
た

っ
て
は
、
国
会
議
員
委
員
６
人
や

佐
藤
会
長
ら
が
意
見
を
述
べ
た
。

【地方中枢拠点都市】
地制調の答申では「指定都市、
中核市、特例市のうち地域の中枢
的な役割を果たすべき都市」を「地
方中枢拠点都市」と位置付けてい
る。
「地方中枢拠点都市を核とする
圏域においては、地方中枢拠点都
市を中心とする広域連携を進め、
三大都市圏と並んで地域の個性を
発揮し、我が国の経済を牽引する
役割を力強く果たしていくことが
求められている」と答申では指摘
している。
このほか答申では「地方圏のう
ち地方中枢拠点都市を核とする圏
域以外の地域についても、中心市
と近隣の基礎自治体との間で都市
機能の『集約とネットワーク化』
を進めることによって、引き続き
住民が安心して生活できる基盤を
維持していくことが必要」と提言
している。
【定住自立圏構想】
地域住民の命と暮らしを守るた
め、圏域全体で必要な生活機能を
確保し、地方圏への人口定住を促
す取り組み。平成２１年４月から全
国展開が図られている。「中心市」
の都市機能、「周辺市町村」の農
林水産業、自然環境、歴史、文化
など、それぞれの魅力を活用して
相互に役割分担を図り、連携・協
力する体制を構築する。
２５年３月３１日時点における宣言
中心市は８４市、定住自立圏は７４圏
域。医療や福祉、教育など「市町
村間の役割分担による生活機能の
強化」、地域公共交通やＩＣＴイ
ンフラ整備・利活用、交通インフ
ラ整備などの「市町村間の結びつ
きやネットワークの強化」が進め
られている。

都
道
府
県
に
よ
る
補
完
も
選
択
肢
に

２３
年
８
月
２４
日
、
当
時
の
菅
直

人
・
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
第
３０
次

地
制
調
が
諮
問
を
受
け
た
項
目
は

▽
議
会
の
あ
り
方
を
始
め
と
す
る

住
民
自
治
の
あ
り
方
▽
大
都
市
制

度
の
あ
り
方
▽
東
日
本
大
震
災
を

踏
ま
え
た
基
礎
自
治
体
の
担
う
べ

き
役
割
や
行
政
体
制
の
あ
り
方
。

以
来
、
地
制
調
で
は
諮
問
項
目

に
対
す
る
答
申
に
向
け
、
調
査
審

議
を
重
ね
て
き
た
。
２３
年
１２
月
に

は
「
地
方
自
治
法
改
正
案
に
関
す

る
意
見
」
、
２４
年
１２
月
に
は
「
大

都
市
制
度
に
つ
い
て
の
専
門
小
委

員
会
中
間
報
告
」
を
取
り
ま
と
め

て
お
り
、
今
回
の
答
申
で
総
理
か

ら
諮
問
を
受
け
た
項
目
は
全
て
網

羅
し
た
こ
と
と
な
る
。

今
回
の
答
申
で
は
、
「
二
重
行

政
」
の
解
消
な
ど
現
行
の
大
都
市

制
度
に
対
す
る
見
直
し
の
ほ
か
、

地
方
圏
に
お
け
る
市
町
村
間
の
広

域
連
携
と
し
て
「
地
方
中
枢
拠
点

都
市
」
「
定
住
自
立
圏
施
策
の
促

進
」
を
掲
げ
た
。
地
方
中
枢
拠
点

都
市
か
ら
相
当
の
距
離
が
あ
る
な

ど
、
市
町
村
間
の
広
域
連
携
が
困

難
な
場
合
は
、
地
域
の
実
情
を
踏

ま
え
た
う
え
で
都
道
府
県
に
よ
る

補
完
も
選
択
可
能
と
し
た
。

こ
の
ほ
か
答
申
で
は
、
三
大
都

市
圏
の
市
町
村
に
お
け
る
広
域
連

携
に
も
言
及
。
面
積
は
狭
い
が
規

模
や
能
力
が
一
定
以
上
の
都
市
間

で
、
水
平
的
・
相
互
補
完
的
か
つ

双
務
的
な
役
割
分
担
を
促
進
す
る

こ
と
も
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
ら
の

答
申
は
６
月
２５
日
に
安
倍
晋
三
・

内
閣
総
理
大
臣
へ
手
交
さ
れ
た
。

７月５日現在の都市数
８１２団体

うち
指定都市 ２０市
中核市 ４２市
特例市 ４０市
一般市 ６８７市
特別区 ２３区

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1873号７月５日平成25年
（2013年）

本
会
の
佐
藤
会
長
が
委
員
に
就
任
し
た
地
制
調

第第
５５
回回
総総
会会
開開
きき
答答
申申
まま
とと
めめ
るる

総
会
で
意
見
を
述
べ
る
佐
藤
祐
文
・
本
会
会
長

（１） 平成２５年７月５日 第１８７３号
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第
１
大
都
市
を
含
め
た
基
礎

自
治
体
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題

大
都
市
制
度

基
礎
自
治
体

「「
二二
重重
行行
政政
のの
解解
消消
」」「「
新新
たた
なな
広広
域域
連連
携携
」」なな
どど

「
現
状
認
識
」
と
し
て
答
申
で

は
、
少
子
高
齢
化
が
進
行
す
る
な

か
我
が
国
が
、
人
口
減
少
社
会
へ

突
入
し
た
こ
と
を
現
実
と
し
て
受

け
止
め
て
い
る
。
平
成
２４
年
１
月

に
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研

究
所
が
公
表
し
た
「
日
本
の
将
来

推
計
人
口
」
を
引
用
し
、
３８
年
に

は
１
億
２
千
万
人
を
下
回
り
、
６０

年
に
は
１
億
人
を
下
回
る
我
が
国

の
将
来
像
を
思
い
描
く
。

人
口
減
少
下
に
あ
っ
て
も
経
済

を
持
続
可
能
な
も
の
と
し
、
人
々

が
全
国
で
安
心
し
て
暮
ら
し
を
営

ん
で
い
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
に

は
、
大
都
市
等
の
果
た
す
べ
き
役

割
が
今
後
さ
ら
に
増
大
す
る
も
の

と
答
申
で
は
考
察
す
る
。
人
々
の

暮
ら
し
を
支
え
、
経
済
を
牽
引
し

て
い
く
に
相
応
し
い
核
と
な
る
都

市
や
圏
域
の
形
成
が
必
要
と
、
答

申
で
は
訴
え
る
。

三
大
都
市
圏
で
は
、
比
較
的
に

緩
や
か
だ
っ
た
高
齢
化
が
今
後
は

急
速
に
進
行
す
る
と
と
も
に
、
高

度
経
済
成
長
期
に
整
備
さ
れ
た
社

会
資
本
が
一
斉
に
更
新
期
を
迎
え

る
将
来
の
姿
を
答
申
で
は
指
摘
す

る
。
地
方
中
枢
拠
点
都
市
を
核
と

す
る
圏
域
で
は
、
広
域
連
携
を
進

め
三
大
都
市
圏
と
並
ん
で
地
域
の

個
性
を
発
揮
し
、
我
が
国
の
経
済

を
力
強
く
牽
引
す
る
役
割
が
求
め

ら
れ
る
と
期
待
す
る
。

こ
れ
ま
で
地
方
圏
が
高
齢
化
の

進
行
に
応
じ
徐
々
に
対
応
し
て
き

た
行
政
課
題
へ
、
三
大
都
市
圏
で

は
極
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
対
応

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
独
居
老

人
や
老
老
介
護
の
問
題
な
ど
、
家

族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
機
能
低
下

へ
の
対
応
も
必
要
と
な
る
。
人
口

減
少
に
歯
止
め
を
掛
け
る
に
は
出

生
率
の
回
復
も
必
要
。
三
大
都
市

圏
に
は
若
い
世
代
が
比
較
的
多
い

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
少
子
化
対

策
で
果
た
す
役
割
も
大
き
い
。

地
方
圏
の
場
合
は
、
地
域
を
支

え
る
拠
点
の
構
築
が
課
題
だ
と
答

申
で
は
指
摘
す
る
。
拠
点
づ
く
り

に
向
け
、
昼
夜
間
人
口
比
率
が
１

以
上
な
ど
の
要
件
に
該
当
す
る
中

心
市
を
持
つ
圏
域
で
、
平
成
２１
年

か
ら
定
住
自
立
圏
施
策
が
進
め
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
。
し
か
し
地
方

中
枢
拠
点
都
市
や
定
住
自
立
圏
の

中
心
市
か
ら
相
当
の
距
離
が
あ
る

地
域
で
は
、
基
礎
自
治
体
間
の
広

域
連
携
だ
け
で
は
課
題
の
解
決
が

困
難
と
な
る
。
そ
こ
で
答
申
で

は
、
都
道
府
県
に
よ
る
補
完
を
認

め
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
ほ
か
答
申
で
は
、
現
在
の

指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
が

２０
、
４２
、
４０
へ
増
加
し
た
こ
と
で

各
都
市
の
姿
が
多
様
化
し
た
こ
と

を
受
け
、
特
別
区
制
度
も
含
め
た

検
証
や
解
決
方
策
の
模
索
を
提
案

し
て
い
る
。
小
規
模
市
町
村
に
つ

い
て
は
平
成
の
大
合
併
後
も
相
当

数
が
存
在
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

行
財
政
基
盤
の
強
化
が
必
要
と
の

認
識
。
自
主
的
な
市
町
村
合
併
に

対
し
今
後
も
財
政
支
援
を
講
じ
て

い
く
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

１

現
状
認
識

２

三
大
都
市
圏
・
地
方
圏
の
課
題

３

制
度
改
革
等
の
必
要
性

地
制
調
の
最
終
答
申

第
２
現
行
の
大
都
市
等

に
係
る
制
度
の
見
直
し

第
２
章
で
は
▽
指
定
都
市
▽
中

核
市
・
特
例
市
▽
都
区
―
の
各
制

度
に
つ
い
て
「
現
状
」
「
具
体
的

な
方
策
」
な
ど
を
掲
げ
る
。
う
ち

具
体
的
な
方
策
で
は
、
指
定
都
市

に
つ
い
て
�
事
務
移
譲
�
税
財
源

の
配
分
�
指
定
都
市
と
都
道
府
県

の
協
議
会
―
の
観
点
か
ら
取
り
組

む
べ
き
課
題
を
提
起
。
従
来
か
ら

指
摘
さ
れ
て
き
た
「
二
重
行
政
」

を
解
消
す
る
た
め
に
は
３５
事
務
の

移
譲
や
税
財
源
の
配
分
に
加
え
、

指
定
都
市
と
都
道
府
県
が
公
式
に

政
策
を
調
整
す
る
場
の
設
置
が
必

要
と
結
論
付
け
た
。

協
議
会
で
検
討
す
べ
き
例
示
と

し
て
、
指
定
都
市
内
の
都
道
府
県

に
よ
る
公
施
設
の
設
置
を
挙
げ
た

ほ
か
、
両
者
が
処
理
す
る
同
種
の

事
務
で
両
者
い
ず
れ
か
が
協
議
を

求
め
た
事
項
な
ど
を
挙
げ
た
。
両

者
が
処
理
し
て
い
る
同
種
の
事
務

の
う
ち
、
協
議
会
で
定
め
た
も
の

は
互
い
が
処
理
状
況
を
報
告
す
る

べ
き
と
も
提
言
し
て
い
る
。

中
核
市
・
特
例
市
に
つ
い
て
は

両
制
度
統
合
の
方
針
を
打
ち
出
し

た
。
人
口
２０
万
人
以
上
で
あ
れ
ば

保
健
所
を
設
置
す
る
こ
と
で
中
核

市
と
な
る
制
度
設
計
と
し
、
制
度

統
合
後
の
中
核
市
へ
一
層
の
事
務

移
譲
を
可
能
と
す
る
べ
き
と
掲
げ

た
。
答
申
で
は
中
核
市
・
特
例
市

へ
都
道
府
県
か
ら
移
譲
す
べ
き
事

務
と
し
て
、
児
童
相
談
所
の
事
務

な
ど
を
想
定
す
る
。
し
か
し
中
核

市
・
特
例
市
が
多
様
な
現
状
を
踏

ま
え
る
と
、
一
定
の
事
務
は
法
令

で
移
譲
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
法

令
の
定
め
に
よ
ら
な
い
事
務
に
つ

い
て
は
「
条
例
に
よ
る
事
務
処
理

特
例
制
度
」
を
活
用
す
べ
き
と
し

た
。
同
制
度
を
巡
っ
て
は
６
月
３

日
開
催
の
第
３５
回
専
門
小
委
で
、

地
方
六
団
体
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
実
施
し
た
折
に
も
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
制
度
活
用
の
事
例
が

多
く
な
い
こ
と
を
挙
げ
活
用
を
阻

む
要
因
を
六
団
体
に
尋
ね
て
い
る

�
本
紙
１
８
７
１
号
１２
面
掲
載
。

こ
の
ほ
か
都
区
で
は
、
特
別
区

の
区
域
再
編
と
事
務
移
譲
を
関
連

付
け
る
議
論
が
存
在
す
る
こ
と
を

念
頭
に
、
特
別
区
の
高
い
財
政
力

や
一
部
の
特
別
区
間
で
の
共
同
処

理
の
可
能
性
を
踏
ま
え
、
人
口
規

模
の
み
を
捉
え
て
基
準
に
す
る
必

要
は
な
い
と
断
じ
た
。
専
門
職
を

適
切
に
確
保
す
る
な
ど
の
観
点
か

ら
、
小
規
模
な
特
別
区
間
で
連
携

し
つ
つ
、
都
か
ら
の
事
務
移
譲
を

検
討
す
べ
き
と
し
た
。
ま
た
、
条

例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
の

活
用
も
促
し
て
い
る
。

１

指
定
都
市
制
度

２

中
核
市
・
特
例
市
制
度

３

都
区
制
度

ポイント
を解説

第１８７３号 平成２５年７月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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第
３
新
た
な
大
都
市
制
度

「
大
阪
都
構
想
」
な
ど
を
念
頭

に
議
員
立
法
で
制
定
さ
れ
た
「
大

都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
」
が
平

成
２４
年
８
月
に
制
定
さ
れ
、
東
京

都
を
除
い
た
人
口
２
０
０
万
人
以

上
の
区
域
に
も
特
別
区
を
設
け
る

手
続
き
が
確
定
し
た
。
そ
こ
で
地

制
調
で
は
、
同
法
で
総
務
相
と
の

協
議
事
項
と
さ
れ
て
い
る
▽
事
務

分
担
▽
税
源
配
分
▽
財
政
調
整
―

を
中
心
に
、
特
別
区
を
設
置
す
る

場
合
に
留
意
す
べ
き
点
を
明
ら
か

に
し
て
お
く
べ
き
と
考
え
た
。

う
ち
「
事
務
分
担
」
に
つ
い
て

は
都
が
基
礎
自
治
体
の
一
部
事
務

を
担
っ
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、

指
定
都
市
が
担
っ
て
き
た
事
務
も

都
と
同
様
、
基
本
と
し
て
道
府
県

の
事
務
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま

た
、
道
府
県
の
特
別
区
が
中
核
市

並
み
の
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と

し
た
場
合
、
現
在
の
都
が
処
理
し

て
い
な
い
事
務
を
特
別
区
が
処
理

す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
円
滑
な

事
務
処
理
が
可
能
か
否
か
に
つ
い

て
留
意
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
。

「
税
源
配
分
」
「
財
政
調
整
」

に
つ
い
て
は
、
道
府
県
と
特
別
区

が
分
担
す
る
事
務
の
規
模
に
応
じ

て
、
税
財
源
が
適
切
に
配
分
さ
れ

る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

税
源
の
偏
在
が
あ
る
な
か
で
特
別

区
が
適
切
に
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
で
き
る
よ
う
「
税
源
の
配
分
」

「
道
府
県
と
特
別
区
間
の
財
政
調

整
」
の
仕
組
み
を
適
切
に
組
み
合

わ
せ
る
と
と
も
に
、
特
別
区
間
で

偏
在
度
の
大
き
い
税
を
道
府
県
と

特
別
区
間
で
財
政
調
整
の
財
源
と

す
る
考
え
も
打
ち
出
し
た
。

こ
の
ほ
か
特
別
市
（
仮
称
）
に

つ
い
て
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村

の
事
務
す
べ
て
を
処
理
す
る
こ
と

か
ら
「
二
重
行
政
」
の
解
消
に
は

有
効
と
す
る
見
方
を
示
し
た
。
一

方
で
特
別
市
が
一
層
性
の
地
方
自

治
機
構
と
な
る
こ
と
か
ら
、
何
ら

か
の
住
民
代
表
機
能
を
持
つ
区
の

設
置
が
必
要
と
指
摘
し
た
。

三
大
都
市
圏
域
に
つ
い
て
は
、

社
会
経
済
的
に
一
体
性
あ
る
圏
域

の
広
が
り
が
都
道
府
県
の
区
域
を

も
超
え
て
い
る
が
、
地
方
ブ
ロ
ッ

ク
ほ
ど
の
広
が
り
が
な
い
た
め
、

防
災
対
策
の
よ
う
な
圏
域
共
通
の

課
題
に
対
応
す
る
枠
組
み
設
置
の

可
否
を
検
討
す
る
べ
き
と
し
た
。

１
特
別
区
制
度
の
他
地
域
へ
の
適
用

２

特
別
市
（
仮
称
）

３

三
大
都
市
圏
域
の
調
整

第
４
基
礎
自
治
体
の
現
状
と
今
後
の

基
礎
自
治
体
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制

４
章
で
は
、
ま
ず
「
平
成
の
大

合
併
」
に
対
す
る
経
緯
と
現
状
分

析
を
紹
介
し
て
い
る
。
１１
年
か
ら

積
極
的
な
市
町
村
合
併
が
全
国
的

に
進
め
ら
れ
た
結
果
、
市
町
村
の

面
積
が
拡
大
し
自
治
体
と
し
て
の

姿
も
大
き
く
変
わ
っ
た
面
が
あ
る

と
し
た
う
え
で
、
市
町
村
の
安
定

し
た
財
政
運
営
を
可
能
と
す
る
必

要
が
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
住
民

自
治
を
強
化
す
る
た
め
に
も
支
所

機
能
を
適
切
に
活
用
す
る
な
ど
、

継
続
的
な
取
り
組
み
を
進
め
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
し

た
。
市
町
村
合
併
に
よ
る
行
政
区

域
の
広
域
化
を
踏
ま
え
、
適
切
な

財
政
措
置
が
必
要
と
し
て
い
る
。

自
主
的
な
市
町
村
合
併
、
共
同

処
理
方
式
に
よ
る
市
町
村
間
の
広

域
連
携
、
都
道
府
県
に
よ
る
補
完

な
ど
は
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢

社
会
に
お
け
る
今
後
の
基
礎
自
治

体
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
を

維
持
す
る
た
め
の
も
の
。
市
町
村

が
最
も
適
し
た
手
法
に
つ
い
て
、

自
ら
今
後
も
選
択
で
き
る
よ
う
に

す
る
必
要
が
あ
る
。
う
ち
地
制
調

で
は
、
近
隣
市
町
村
と
の
共
同
処

理
方
式
に
着
目
。
市
町
村
が
基
礎

自
治
体
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

て
い
く
う
え
で
、
市
町
村
間
の
広

域
連
携
は
有
効
な
選
択
肢
と
位
置

付
け
た
。
答
申
で
は
、
新
た
な
広

域
連
携
策
を
積
極
的
に
講
じ
る
よ

う
説
い
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
都
市

機
能
が
集
積
し
た
都
市
か
ら
離
れ

て
い
る
自
治
体
を
念
頭
に
、
市
町

村
間
の
広
域
連
携
が
困
難
な
場
合

に
は
、
都
道
府
県
に
よ
る
補
完
も

重
要
な
選
択
肢
と
し
た
。

広
域
連
携
に
つ
い
て
は
、
三
大

都
市
圏
に
属
さ
な
い
地
方
圏
の
場

合
、
地
方
中
枢
拠
点
都
市
と
連
携

で
き
る
な
ら
ば
同
拠
点
都
市
を
核

と
し
▽
産
業
振
興
▽
広
域
防
災
▽

人
材
育
成
―
な
ど
の
分
野
で
都
市

機
能
の
「
集
約
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

化
」
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要

と
指
摘
す
る
。
地
方
中
枢
拠
点
都

市
を
核
と
し
な
い
圏
域
で
定
住
自

立
圏
施
策
の
対
象
と
な
り
得
る
圏

域
で
は
、
同
施
策
を
促
進
す
る
こ

と
が
必
要
と
し
て
い
る
。

一
方
、
三
大
都
市
圏
は
、
地
方

圏
を
上
回
る
急
速
な
高
齢
化
が
進

行
す
る
と
と
も
に
、
人
口
急
増
期

に
集
中
的
に
整
備
し
た
公
共
施
設

の
老
朽
化
が
進
み
、
一
斉
に
更
新

時
期
を
迎
え
る
状
況
に
あ
る
。
三

大
都
市
圏
に
は
面
積
の
小
さ
な
市

町
村
が
数
多
く
存
在
し
、
公
共
施

設
の
円
滑
な
利
活
用
や
一
体
性
あ

る
ま
ち
づ
く
り
に
支
障
が
生
じ
て

い
る
状
況
も
存
在
す
る
。

地
制
調
の
答
申
で
は
、
三
大
都

市
圏
の
市
町
村
で
は
合
併
が
進
捗

し
な
か
っ
た
状
況
を
踏
ま
え
、
自

主
的
な
選
択
を
尊
重
し
た
う
え
で

市
町
村
の
判
断
材
料
と
な
る
よ

う
、
合
併
の
成
果
や
課
題
に
つ
い

て
十
分
な
情
報
提
供
を
行
う
必
要

が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
ま

た
、
三
大
都
市
圏
の
市
町
村
で
も

「
集
約
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
は

有
効
と
位
置
付
け
た
が
、
地
方
圏

と
同
じ
方
策
を
応
用
す
る
こ
と
は

適
切
で
な
い
と
し
た
。
規
模
・
能

力
は
一
定
以
上
だ
が
昼
夜
間
人
口

比
率
１
未
満
の
都
市
が
多
い
た

め
、
地
方
中
枢
拠
点
都
市
を
核
と

す
る
圏
域
な
ど
と
異
な
り
、
水
平

的
・
相
互
補
完
的
、
双
務
的
な
役

割
分
担
が
有
効
と
し
た
。

１
「
平
成
の
合
併
」の
経
緯
と
現
状

２

基
礎
自
治
体
に
よ
る
事
務
の

共
同
処
理
等
の
現
状
と
課
題

３

具
体
的
な
方
策 ６

月
２５
日
に
答
申
は
総
理
へ
手
交
さ
れ
た

写
真
は
答
申
に
目
を
通
す
安
倍
総
理

（
写
真
提
供
�
内
閣
広
報
室
）

（３） 平成２５年７月５日 第１８７３号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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▼
議
長

▽
西
予

浅
野
忠
昭（
５
・
２７
）

▽
品
川

石
田
秀
男
（
５
・
２８
）

▽
荒
川

志
村
博
司
（
５
・
２８
）

▽
小
田
原

井
原
義
雄
（
５
・
２９
）

▽
荒
尾

迎

五
男
（
５
・
２９
）

▽
足
立

馬
場
信
男
（
５
・
３０
）

▽
足
利

藤
生
智
弘
（
５
・
３０
）

▽
東
松
山

大
山
義
一
（
５
・
３０
）

▽
大
阪

美
延
映
夫
（
５
・
３０
）

▽
中
央
（
東
京
）

原
田
賢
一
（
５
・
３１
）

▽
�
子

塔
本
正
子
（
５
・
３１
）

▽
ふ
じ
み
野

有
山

茂
（
５
・
３１
）

▽
栗
東

藤
田
啓
仁
（
５
・
３１
）

▽
水
俣

大
川
末
長
（
５
・
３１
）

▽
調
布

林

明
裕
（
６
・
３
）

▽
東
村
山

肥
沼
茂
男
（
６
・
３
）

▽
清
瀬

粕
谷
い
さ
む
（
６
・
３
）

▽
文
京

渡
辺
雅
史
（
６
・
３
）

▽
深
谷

柴
崎
重
雄
（
６
・
３
）

▽
越
谷

金
井
直
樹
（
６
・
３
）

▽
富
里

鈴
木
英
�
（
６
・
３
）

▽
加
西

森
元
清
蔵
（
６
・
３
）

▽
大
川

石
橋
正
毫
（
６
・
３
）

▽
秋
田

鎌
田
修
悦
（
６
・
４
）

▽
小
平

浅
倉
成
樹
（
６
・
４
）

▽
那
須
烏
山佐

藤
雄
次
郎
（
６
・
４
）

▽
所
沢

村
上

浩
（
６
・
４
）

▽
羽
島

大
鐘
康
敬
（
６
・
４
）

▽
吹
田

豊
田

稔
（
６
・
４
）

▽
姫
路

杉
本
博
昭
（
６
・
４
）

▽
筑
西

赤
城
正
徳
（
６
・
５
）

▽
喜
多
方

齋
藤
仁
一
（
６
・
６
）

▽
熊
谷

松
浦
紀
一
（
６
・
６
）

▽
銚
子

根
本

茂
（
６
・
６
）

▽
木
更
津

滝
口
敏
夫
（
６
・
６
）

▽
鎌
ケ
谷

芝
田
裕
美
（
６
・
６
）

▽
島
田

佐
野
義
晴
（
６
・
６
）

▽
日
置

宇
田

榮
（
６
・
６
）

▽
恵
庭

笹
松
京
次
郎
（
６
・
７
）

▽
川
越

江
田

肇
（
６
・
７
）

▽
蓮
田

和
久
井
伸
一
（
６
・
７
）

▽
市
川

岩
井
清
郎
（
６
・
７
）

▽
成
田

上
田
信
博
（
６
・
７
）

▽
沼
津

真
野
彰
一
（
６
・
７
）

▽
瑞
穂

星
川
睦
枝
（
６
・
７
）

▽
芦
屋

徳
田
直
彦
（
６
・
７
）

▽
吉
野
川

増
富
義
明
（
６
・
７
）

▽
阿
蘇

阿
南
誠
蔵
（
６
・
７
）

▽
小
松

宮
西
健
吉
（
６
・
１０
）

▽
敦
賀

常
岡
大
三
郎
（
６
・
１０
）

▽
八
王
子

小
林
信
夫
（
６
・
１０
）

▽
武
蔵
野

与
座

武
（
６
・
１０
）

▽
水
戸

田
口
文
明
（
６
・
１０
）

▽
船
橋

長
谷
川
大
（
６
・
１０
）

▽
橋
本

石
橋
英
和
（
６
・
１０
）

▽
津
久
見

小
手
川
初
生
（
６
・
１０
）

▽
網
走

小
田
部
善
治
（
６
・
１１
）

▽
江
別

清
水
直
幸
（
６
・
１１
）

▽
新
発
田

斎
藤

明
（
６
・
１１
）

▽
神
戸

大
澤
和
士
（
６
・
１１
）

▽
尾
道

藤
本
友
行
（
６
・
１１
）

▽
柳
川

浦

博
宣
（
６
・
１１
）

▽
港

井
筒
宣
弘
（
６
・
１２
）

▽
坂
東

風
見
好
文
（
６
・
１２
）

▽
和
歌
山

山
田
好
雄
（
６
・
１２
）

▽
杉
並

大
泉
時
男
（
６
・
１３
）

▽
都
留

谷
垣
喜
一
（
６
・
１３
）

▽
西
尾

小
林
敏
秋
（
６
・
１３
）

▽
高
知

山
根
堂
宏
（
６
・
１３
）

▽
西
宮

嶋
田
克
興
（
６
・
１４
）

▽
八
戸

田
名
部
和
義
（
６
・
１７
）

▽
旭

日
下
昭
治
（
６
・
１７
）

▽
瀬
戸
内

小
野
田
光
（
６
・
１７
）

▽
長
岡

丸
山
勝
総
（
６
・
１８
）

▽
結
城

船
橋

清
（
６
・
１８
）

▼
副
議
長

▽
春
日
部

中
川

朗
（
５
・
２７
）

▽
豊
中

中
島
紳
一
（
５
・
２７
）

▽
西
予

二
宮
一
朗
（
５
・
２７
）

▽
東
大
和

関
田
正
民
（
５
・
２８
）

▽
品
川

た
け
う
ち
忍
（
５
・
２８
）

▽
荒
川

�
田
詠
子
（
５
・
２８
）

▽
荒
尾

浦
田
征
一
（
５
・
２８
）

▽
小
田
原

植
田
理
都
子
（
５
・
２９
）

▽
青
梅

結
城
守
夫
（
５
・
３０
）

▽
足
立

あ
か
し
幸
子
（
５
・
３０
）

▽
足
利

柳
収
一
郎
（
５
・
３０
）

▽
東
松
山

堀
越
博
文
（
５
・
３０
）

▽
大
阪

�
山

仁
（
５
・
３０
）

▽
中
央
（
東
京
）

中
島
賢
治
（
５
・
３１
）

▽
ふ
じ
み
野

田
村
法
子
（
５
・
３１
）

▽
栗
東

林

好
男
（
５
・
３１
）

▽
水
俣

�
岡
利
治
（
５
・
３１
）

▽
調
布

小
林
市
之
（
６
・
３
）

▽
東
村
山

駒
崎
高
行
（
６
・
３
）

▽
清
瀬

原
田
ひ
ろ
み
（
６
・
３
）

▽
深
谷

馬
場

茂
（
６
・
３
）

▽
越
谷

岡
野
英
美
（
６
・
３
）

▽
幸
手

手
島
幸
成
（
６
・
３
）

▽
加
西

三
宅
利
弘
（
６
・
３
）

▽
大
川

岡

秀
昭
（
６
・
３
）

▽
秋
田

相
場
金
二
（
６
・
４
）

▽
小
平

常
松
大
介
（
６
・
４
）

▽
那
須
烏
山

佐
藤
昇
市
（
６
・
４
）

▽
所
沢

岡
田
静
佳
（
６
・
４
）

▽
羽
島

大
橋
勝
好
（
６
・
４
）

▽
吹
田

竹
村
博
之
（
６
・
４
）

▽
姫
路

阿
山
正
人
（
６
・
４
）

▽
柏
崎

佐
藤
敏
彦
（
６
・
５
）

▽
筑
西

藤
川
寧
子
（
６
・
５
）

▽
喜
多
方

佐
原
正
秀
（
６
・
６
）

▽
熊
谷

福
田
勝
美
（
６
・
６
）

▽
銚
子

宮
内
和
宏
（
６
・
６
）

▽
木
更
津

鶴
岡
大
治
（
６
・
６
）

▽
鎌
ケ
谷

佐
藤

誠
（
６
・
６
）

▽
島
田

福
田
正
男
（
６
・
６
）

▽
日
置

並
松
安
文
（
６
・
６
）

▽
恵
庭

前
佛

優
（
６
・
７
）

▽
栃
木

氏
家

晃
（
６
・
７
）

▽
川
越

大
泉
一
夫
（
６
・
７
）

▽
蓮
田

石
川
誠
司
（
６
・
７
）

▽
成
田

海
保
茂
喜
（
６
・
７
）

▽
沼
津

二
村
祥
一
（
６
・
７
）

▽
瑞
穂

棚
橋
敏
明
（
６
・
７
）

▽
芦
屋

中
島
か
お
り
（
６
・
７
）

▽
吉
野
川

岸
田
益
雄
（
６
・
７
）

▽
対
馬

山
本
輝
昭
（
６
・
７
）

▽
氷
見

古
門
澄
正
（
６
・
１０
）

▽
敦
賀

原

幸
雄
（
６
・
１０
）

▽
八
王
子

福
安

徹
（
６
・
１０
）

▽
武
蔵
野

落
合
勝
利
（
６
・
１０
）

▽
水
戸

藤
田
精
治
（
６
・
１０
）

▽
市
川

松
永
鉄
兵
（
６
・
１０
）

▽
船
橋

池
沢
敏
夫
（
６
・
１０
）

▽
橋
本

上
田
良
治
（
６
・
１０
）

▽
久
留
米

金
丸
憲
市
（
６
・
１０
）

▽
津
久
見

�
野

至
（
６
・
１０
）

▽
江
別

齊
藤
佐
知
子
（
６
・
１１
）

▽
新
発
田

青
木
泰
俊
（
６
・
１１
）

▽
神
戸

崎
元
祐
治
（
６
・
１１
）

▽
尾
道

吉
和

宏
（
６
・
１１
）

▽
港

杉
本
と
よ
ひ
ろ
（
６
・
１２
）

▽
坂
東

滝
本
和
男
（
６
・
１２
）

▽
和
歌
山

古
川
祐
典
（
６
・
１２
）

▽
小
松
島

井
村
保
裕
（
６
・
１２
）

▽
文
京

岡
崎
義
顕
（
６
・
１３
）

▽
杉
並

渡
辺
富
士
雄
（
６
・
１３
）

▽
都
留

藤
本
明
久
（
６
・
１３
）

▽
さ
い
た
ま

神
崎

功
（
６
・
１３
）

▽
西
尾

稲
垣
正
明
（
６
・
１３
）

▽
高
知

竹
村
邦
夫
（
６
・
１３
）

▽
美
濃
加
茂

後
藤

満
（
６
・
１４
）

▽
西
宮

大
川
原
成
彦
（
６
・
１４
）

▽
八
戸

豊
田
美
好
（
６
・
１７
）

▽
旭

景
山
岩
三
郎
（
６
・
１７
）

▽
瀬
戸
内

小
谷
和
志
（
６
・
１７
）

▽
長
岡

高
野
正
義
（
６
・
１８
）

▽
結
城

大
里
榮
作
（
６
・
１８
）

▼
事
務
局
長

▽
男
鹿

杉
本

光
（
４
・
１
）

▽
湯
沢

松
田
徳
男
（
４
・
１
）

▽
大
仙

木
村
喜
代
美
（
４
・
１
）

▽
仙
北

太
田
和
彦
（
４
・
１
）

▽
に
か
ほ

伊
東
秀
一
（
４
・
１
）

▽
山
形

大
場
隆
志
（
４
・
１
）

▽
米
沢

近
野
長
美
（
４
・
１
）

▽
新
庄

高
木

勉
（
４
・
１
）

▽
村
山

元
木
啓
順
（
４
・
１
）

▽
長
井

飯
澤
常
雄
（
４
・
１
）

▽
天
童

野
口
忠
司
（
４
・
１
）

▽
南
陽

大
沼
豊
広
（
４
・
１
）

▽
郡
山

玉
木
公
一
（
４
・
１
）

▽
白
河

小
山
嘉
彦
（
４
・
１
）

▽
二
本
松

長
尾
健
一
（
４
・
１
）

▽
田
村

赤
石
沢
晶
（
４
・
１
）

▽
南
相
馬

但
野
和
三
（
４
・
１
）

▽
伊
達
（
福
島
）

遠
藤

彰
（
４
・
１
）

▽
長
岡

吉
田
正
雄
（
４
・
１
）

▽
上
越

柴
山
弥
松
（
４
・
１
）

▽
新
発
田

白
田
久
由
（
４
・
１
）

▽
小
千
谷

西
脇
直
樹
（
４
・
１
）

▽
見
附

田
伏

智
（
４
・
１
）

▽
村
上

高
橋
邦
芳
（
４
・
１
）

▽
燕

星
野
友
栄
（
４
・
１
）

▽
五
泉

新
堀
清
隆
（
４
・
１
）

▽
佐
渡

源
田
俊
夫
（
４
・
１
）
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